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第３５号議案 

吉川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報システムの整備

その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定

めることにより、市民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化に資するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 

(2) 条例等 条例及び規則（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第

２項に規定する規程及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０条に

規定する企業管理規程を含む。）並びに知事の権限に属する事務処理の特例に関す

る条例（平成１１年埼玉県条例第６１号）及び埼玉県教育委員会の権限に属する事

務処理の特例に関する条例（平成１１年埼玉県条例第７１号）により市が処理する

こととされた事務について規定する埼玉県の条例及び埼玉県の執行機関の規則をい

う。 

 (3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その

他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。 

 (4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載するこ

とをいう。 

 (5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。 

 (6) 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関に対して行わ

れる通知をいう。 

 (7) 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）の通

知その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関が行う通知（不特定の者に対し
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て行うものを除く。）をいう。 

 (8) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録 

されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 

 (9) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、

又は保存することをいう。 

 (10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

（情報システムの整備等） 

第３条 市は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る市の機関の情報システム

（以下単に「情報システム」という。）を整備するものとする。 

２ 市は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全

性及び信頼性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市は、第１項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情

報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する市の機関の事務の簡素化又

は合理化その他の見直しを行うよう努めるものとする。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第４条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行う 

ことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわ

らず、市の機関が定めるところにより、電子情報処理組織（市の機関の使用に係る電

子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用す

る方法により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請

等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条

例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受

ける市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当

該市の機関に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定

されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当

該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した
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個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。

以下同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定

めるものをもって代えることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において納付書をもってすること

その他の手数料、使用料その他の収入金の納付の方法が規定されているものを第１項

の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料、使用料その他

の収入金の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって市の機関が定めるものをも

ってすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係

る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等

のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく

不適当と認められる部分がある場合として市の機関が定める場合には、市の機関が定

めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適

用する。この場合において、第２項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申

請等（第６項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５項

までにおいて同じ。）」とする。 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第５条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等によ

り行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定に

かかわらず、市の機関が定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法によ

り行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を

使用する方法により受ける旨の市の機関が定める方式による表示をする場合に限る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該

処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、

当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通

知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に

当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 
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４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をする 

ことが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場

合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明

らかにする措置であって市の機関が定めるものをもって代えることができる。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分

通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の

当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが

困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として市の機関が定める場合には、

市の機関が定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、

前各項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた処分通知等」とあ

るのは、「行われた処分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限

る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第６条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うこ

とが規定されているもの（申請等に基づくものを除く。）については、当該条例等の

規定にかかわらず、市の機関が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に

記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、

当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、

当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

（電磁的記録による作成等） 

第７条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うこ

とが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が定

めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等

の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等

に関する条例等の規定を適用する。 

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定

されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、

当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関
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が定めるものをもって代えることができる。 

（適用除外） 

第８条 次に掲げる手続等については、第４条から前条までの規定は、適用しない。 

 (1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要

があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要が

あることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして市の機関が

定めるもの 

(2) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されている

もの（第４条第１項、第５条第１項、第６条第１項又は前条第１項の規定に基づき

行うことが規定されているものを除く。） 

（添付書面等の省略） 

第９条 申請等をする者に係る住民票の写しその他の市の機関が定める書面等であって当

該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定さ

れているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が、当該申請等

をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であ

って当該書面等の区分に応じ市の機関が定めるものにより、直接に、又は電子情報処

理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照

することができる場合には、添付することを要しない。 

（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表） 

第１０条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる市の機関に

係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政

の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表す

るものとする。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和３年６月２日提出 



6 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 行政のデジタル化を推進するため、条例等により書面等で行うこととされている申請、

届出その他の手続等について、オンラインにより行うことができる環境の整備等をしたい

ので、この案を提出するものである。 
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第３６号議案 

吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年吉川市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （小学校等との連携） 

第３２条 略 

２ 略 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、前項の規定を適用しないこととすることが

できる。 

 (1) 市長が、児童福祉法第２４条第３項（同法

附則第７３条第１項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定による調整を

行うに当たって、特定教育・保育施設による

特定教育・保育の提供を受けていた満３歳未

満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置そ

の他の特定教育・保育施設による特定教育・

保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満

保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・

保育が提供されるよう必要な措置を講じてい

 

 （小学校等との連携） 

第３２条 略 

２ 略 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、前項の規定を適用しないこととすることが

できる。 

 (1) 市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定

による調整を行うに当たって、特定教育・保

育施設による特定教育・保育の提供を受けて

いた満３歳未満保育認定子どもを優先的に取

り扱う措置その他の特定教育・保育施設によ

る特定教育・保育の提供の終了に際して、当

該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保

育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き

必要な教育・保育が提供されるよう必要な措

置を講じているとき。 
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るとき。 

 (2) 略 

４ 前項（同項第２号に係る部分に限る。）の場

合において、特定教育・保育施設は、児童福祉

法第５９条第１項に規定する施設のうち、次に

掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限

る。）であって、市長が適当と認めるものを第

２項に規定する事項に係る事務を行う施設とし

て適切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第４９条 略 

２及び３ 略 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、第１項第３号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

 (1) 市長が、児童福祉法第２４条第３項（同法

附則第７３条第１項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定による調整を

行うに当たって、特定地域型保育事業者によ

る特定地域型保育の提供を受けていた満３歳

未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置

その他の特定地域型保育事業者による特定地

域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳

未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教

育・保育が提供されるよう必要な措置を講じ

ているとき。 

 (2) 略 

 

 (2) 略 

４ 前項（同項第２号に係る部分に限る。）の場

合において、特定教育・保育施設は、児童福祉

法第５９条第１項に規定する施設のうち、次に

掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限

る。）であって、市長が適当と認めるものを第

２項に規定する事項に係る事務を行う者として

適切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第４９条 略 

２及び３ 略 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、第１項第３号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

 (1) 市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定

による調整を行うに当たって、特定地域型保

育事業者による特定地域型保育の提供を受け

ていた満３歳未満保育認定子どもを優先的に

取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者

による特定地域型保育の提供の終了に際し

て、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引

き続き必要な教育・保育が提供されるよう必

要な措置を講じているとき。 

 

 

 (2) 略 
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５ 前項（同項第２号に係る部分に限る。）の場

合において、特定地域型保育事業者は、児童福

祉法第５９条第１項に規定する施設のうち、次

に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに

限る。）であって、市長が適当と認めるものを

第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行

う施設として適切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

６～９ 略 

  

５ 前項（同項第２号に係る部分に限る。）の場

合において、特定地域型保育事業者は、児童福

祉法第５９条第１項に規定する施設のうち、次

に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに

限る。）であって、市長が適当と認めるものを

第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行

う者として適切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

６～９ 略 

  

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和３年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い、所要の改正を行いた

いので、この案を提出するものである。 
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第３７号議案 

吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年吉川市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「追加条」という。）を加え

る。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び追加条を除く。以下「改正後部分」

という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対

応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

目次 

第１章～第５章 略 

第６章 雑則（第５２条） 

附則 

 

（保育所等との連携） 

第２３条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に

対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭

的保育事業者等による保育の提供の終了後も満

３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本

法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項

に規定する法律に定める学校において行われる

教育をいう。以下この条において同じ。）又は

保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事

項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認

 

目次 

 第１章～第５章 略 

  

 附則 

 

（保育所等との連携） 

第２３条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に

対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭

的保育事業者等による保育の提供の終了後も満

３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本

法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項

に規定する法律に定める学校において行われる

教育をいう。第３号において同じ。）又は保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に

係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こ
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定こども園（以下「連携施設」という。）を適

切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供

を受けていた利用乳幼児（事業所内保育事業

の利用乳幼児にあっては、第４５条に規定す

るその他の乳児又は幼児に限る。以下この号

及び第４項第１号において同じ。）を、当該

保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児

に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該

連携施設において教育又は保育を提供するこ

と。 

２及び３ 略 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、第１項第３号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

(1) 市長が、法第２４条第３項（同法附則第７

３条第１項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定による調整を行うに当

たって、家庭的保育事業者等による保育の提

供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱

う措置その他の家庭的保育事業者等による保

育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る

保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育

又は保育が提供されるよう必要な措置を講じ

ているとき。 

(2) 略 

５ 前項（同項第２号に該当する場合に限る。）

の場合において、家庭的保育事業者等は、法第

５９条第１項に規定する施設のうち、次に掲げ

ども園（以下「連携施設」という。）を適切に

確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供

を受けていた利用乳幼児（事業所内保育事業

の利用乳幼児にあっては、第４５条に規定す

るその他の乳児又は幼児に限る。以下この号

において同じ。）を、当該保育の提供の終了

に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希

望に基づき、引き続き当該連携施設において

教育又は保育を提供すること。 

 

２及び３ 略 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、第１項第３号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

(1) 市長が、法第２４条第３項の規定による調

整を行うに当たって、家庭的保育事業者等に

よる保育の提供を受けていた利用乳幼児を優

先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業

者等による保育の提供の終了に際して、利用

乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続

き必要な教育又は保育が提供されるよう必要

な措置を講じているとき。 

 

 

(2) 略 

５ 前項（同項第２号に該当する場合に限る。）

の場合において、家庭的保育事業者等は、法第

５９条第１項に規定する施設のうち、次に掲げ
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るもの（入所定員が２０人以上のものに限

る。）であって、市長が適当と認めるものを第

１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う

施設として適切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 

（準用） 

第５１条 略 

 

第６章 雑則 

 

（電磁的記録） 

第５２条 家庭的保育事業者等及びその職員は、

記録、作成その他これらに類するもののうち、

この条例の規定において書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文

字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うことが

規定されている又は想定されるものについて

は、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）により行うことがで

きる。 

  

るもの（入所定員が２０人以上のものに限

る。）であって、市長が適当と認めるものを第

１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う

者として適切に確保しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 

（準用） 

第５１条 略 

 

 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正及び本則に１章を加える改正
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は、令和３年７月１日から施行する。 

  令和３年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の

一部改正に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第３８号議案 

   吉川市税条例及び吉川市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 （吉川市税条例の一部改正） 

第１条 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対

応する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）

が存在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動後項に対応する移動項が

存在しない場合には、当該移動後項（以下「追加項」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下この条において

「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表

示及び追加項を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合

には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在

しない場合には、当該改正後部分を加える。 

  次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （個人の市民税の非課税の範囲） 

第２４条 略 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを

課すべきもののうち、前年の合計所得金額が２

８０，０００円にその者の同一生計配偶者及び

扶養親族（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶

養親族に限る。以下この項において同じ。）の

数に１を加えた数を乗じて得た金額に１００，

０００円を加算した金額（その者が同一生計配

偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額

に１６８，０００円を加算した金額）以下であ

る者に対しては、均等割を課さない。 

 

 （個人の市民税の非課税の範囲） 

第２４条 略 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを

課すべきもののうち、前年の合計所得金額が２

８０，０００円にその者の同一生計配偶者及び

扶養親族の数に１を加えた数を乗じて得た金額

に１００，０００円を加算した金額（その者が

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に

は、当該金額に１６８，０００円を加算した金

額）以下である者に対しては、均等割を課さな

い。 
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 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において同

項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって、扶養親族（年齢１６歳未

満の者に限る。）を有する者（以下この条にお

いて「公的年金等受給者」という。）で市内に

住所を有するものは、当該申告書の提出の際に

経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規

定する公的年金等の支払者（以下この条におい

て「公的年金等支払者」という。）から毎年最

初に公的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した申告書を、当該公的年金等支

払者を経由して、市長に提出しなければならな

い。 

(1)～(3) 略 

２～５ 略 

 

   附 則 

 

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第５条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者

のうち、その者の前年の所得について第３３条

の規定により算定した総所得金額、退職所得金

 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において同

項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養

親族を除く。）を有する者（以下この条におい

て「公的年金等受給者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出の際に経

由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等の支払者（以下この条において

「公的年金等支払者」という。）から毎年最初

に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者

を経由して、市長に提出しなければならない。 

 

(1)～(3) 略 

２～５ 略 

 

   附 則 

 

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第５条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者

のうち、その者の前年の所得について第３３条

の規定により算定した総所得金額、退職所得金
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額及び山林所得金額の合計額が、３５０，００

０円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族

（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養親族に

限る。以下この項において同じ。）の数に１を

加えた数を乗じて得た金額に１００，０００円

を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は

扶養親族を有する場合には、当該金額に３２

０，０００円を加算した金額）以下である者に

対しては、第２３条第１項の規定にかかわら

ず、市民税の所得割（分離課税に係る所得割を

除く。）を課さない。 

２及び３ 略 

 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第６条 平成３０年度から令和９年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の４

第３項の規定に該当する場合における第３４条

の２の規定による控除については、その者の選

択により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く。）」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４

第３項の規定により読み替えて適用される法第

３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限

る。）」として、同条の規定を適用することが

できる。 

 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２ 略 

額及び山林所得金額の合計額が、３５０，００

０円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の

数に１を加えた数を乗じて得た金額に１００，

０００円を加算した金額（その者が同一生計配

偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額

に３２０，０００円を加算した金額）以下であ

る者に対しては、第２３条第１項の規定にかか

わらず、市民税の所得割（分離課税に係る所得

割を除く。）を課さない。 

 

 

２及び３ 略 

 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第６条 平成３０年度から令和４年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の４

第３項の規定に該当する場合における第３４条

の２の規定による控除については、その者の選

択により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く。）」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４

第３項の規定により読み替えて適用される法第

３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限

る。）」として、同条の規定を適用することが

できる。 

 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２ 略 
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２～１０ 略 

１１ 法附則第１５条第４６項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の１とする。 

１２ 略 

１３ 略 

 

 （市街化区域農地に対して課する平成６年度以

降の各年度分の固定資産税の特例） 

第１３条の２ 市街化区域農地に係る平成６年度

以降の各年度分の固定資産税に限り、平成５年

度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に

対して課する固定資産税の額は、附則第１３条

の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固

定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１

の額を課税標準となるべき額とした場合におけ

る税額とする。ただし、当該市街化区域農地の

うち平成５年度適用市街化区域農地以外の市街

化区域農地に対して課する次の表の左欄に掲げ

る各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区

域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格の３分の１の額に同表の右欄に

掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき

額とした場合における税額とする。 

年度 略 

平成６年度 

平成７年度 

平成８年度 

平成９年度 

２ 市街化区域農地に係る平成６年度以降の各年

２～１０ 略 

 

 

１１ 略 

１２ 略 

 

 （市街化区域農地に対して課する平成６年度以

降の各年度分の固定資産税の特例） 

第１３条の２ 市街化区域農地に係る平成９年度

以降の各年度分の固定資産税に限り、平成９年

度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に

対して課する固定資産税の額は、附則第１３条

の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固

定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１

の額を課税標準となるべき額とした場合におけ

る税額とする。ただし、当該市街化区域農地の

うち平成５年度適用市街化区域農地以外の市街

化区域農地に対して課する次の表の左欄に掲げ

る各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区

域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格の３分の１の額に同表の右欄に

掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき

額とした場合の税額とする。 

年度 略 

平成９年度 

平成１０年度 

平成１１年度 

平成１２年度 
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度分の固定資産税に限り、平成５年度に係る賦

課期日後に令附則第１４条の２第１項に規定す

る事情により新たに市街化区域農地となった土

地に対して課する各年度分の固定資産税につい

ては、当該市街化区域農地となった土地に類似

する市街化区域農地が前項の規定の適用を受け

る市街化区域農地であるときは、当該市街化区

域農地となった土地が平成５年度に係る賦課期

日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項

の規定の適用があったものとみなして、同項の

規定を適用する。 

３ 前２項の規定は、平成５年度に係る賦課期日

後に令附則第１４条の２第２項第２号から第５

号までに掲げる事由により新たに市街化区域農

地となった土地（当該事由の生じた日以後令附

則第１４条の２第１項各号に掲げる事情により

新たに市街化区域農地となった土地を含む。）

に係る固定資産税について準用する。この場合

において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 

第１項

中表以

外の部

分 

平成６

年度 

市街化区域設定年度（令

附則第１４条の２第２項

第２号から第５号までに

掲げる事由の生じた日の

属する年の翌年の１月１

日（当該事由の生じた日

が１月１日である場合に

は、同日）を賦課期日と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

する年度をいう。以下こ

の条において同じ。） 

平成５

年度に 

市街化区域設定年度に 

第１項

の表 

平成６

年度 

市街化区域設定年度 

平成７

年度 

市街化区域設定年度の翌

年度 

平成８

年度 

市街化区域設定年度の

翌々年度 

平成９

年度 

市街化区域設定年度から

起算して３年度を経過し

た年度 

前項 平成６

年度 

市街化区域設定年度 

平成５

年度 

市街化区域設定年度 

前項 次項において準用する前

項 

４ 令和２年度分の固定資産税について前項にお

いて準用する第１項ただし書の規定の適用を受

けた市街化区域農地に対して課する令和３年度

分の固定資産税の額は、前項の規定により算定

した当該市街化区域農地に係る令和３年度分の

固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る令

和２年度分の固定資産税に係る前項において準

用する第１項ただし書に規定する固定資産税の

課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に

係る令和３年度分の固定資産税の課税標準とな
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るべき額とした場合における固定資産税額を超

える場合には、当該固定資産税額とする。 

 

（免税点の適用に関する特例） 

第１４条 附則第１２条、第１３条、第１３条の

２又は第１３条の３の規定の適用がある各年度

分の固定資産税に限り、第６３条に規定する固

定資産税の課税標準となるべき額は、附則第１

２条、第１３条又は第１３条の３の規定の適用

を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地につ

いてはこれらの規定に規定する当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額によるものと

し、附則第１３条の２の規定の適用を受ける市

街化区域農地（附則第１３条の３の規定の適用

を受ける市街化区域農地を除く。）については

附則第１３条の２第１項（同条第３項において

準用する場合を含む。）又は第４項に規定する

その年度分の課税標準となるべき額によるもの

とする。 

  

 

 

 

 （免税点の適用に関する特例） 

第１４条 附則第１２条、第１３条、第１３条の

２又は第１３条の３の規定の適用がある各年度

分の固定資産税に限り、第６３条に規定する固

定資産税の課税標準となるべき額は、附則第１

２条、第１３条又は第１３条の３の規定の適用

を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地につ

いてはこれらの規定に規定する当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額によるものと

し、附則第１３条の２の規定の適用を受ける市

街化区域農地（附則第１３条の３の規定の適用

を受ける市街化区域農地を除く。）については

同条第１項に規定するその年度分の課税標準と

なるべき額によるものとする。 

 

 

  

 

 （吉川市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 吉川市税条例の一部を改正する条例（令和２年吉川市条例第１７号）の一部を次

のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中網掛け部分（以下この条において「改正部分」という。）に対

応する同表の改正後の欄中網掛け部分（以下この条において「改正後部分」という。）

が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改

正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部

分が存在しない場合には、当該改正後部分を削る。 
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改正後 改正前 

 

第１条 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第

３８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引か

れた項（以下「移動項」という。）に対応する

同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線

が引かれた条、項及び号（以下「移動後条項

等」という。）が存在する場合には、当該移動

項を当該移動後条項等とし、移動項に対応する

移動後条項等が存在しない場合には、当該移動

項（以下「削除項」という。）を削り、移動後

条項等に対応する移動項が存在しない場合に

は、当該移動後条項等（以下「追加条項等」と

いう。）を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分

（項の表示及び削除項を除く。以下この条にお

いて「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項及び

号の表示並びに追加条項等を除く。以下「改正

後部分」という。）が存在する場合には、当該

改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に

対応する改正後部分が存在しない場合には、当

該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正

部分が存在しない場合には、当該改正後部分を

加える。 

 

改正後 改正前 

  

 

第１条 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第

３８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引か

れた項（以下「移動項」という。）に対応する

同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線

が引かれた条、項及び号（以下「移動後条項

等」という。）が存在する場合には、当該移動

項を当該移動後条項等とし、移動項に対応する

移動後条項等が存在しない場合には、当該移動

項（以下「削除項」という。）を削り、移動後

条項等に対応する移動項が存在しない場合に

は、当該移動後条項等（以下「追加条項等」と

いう。）を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分

（項の表示及び削除項を除く。以下この条にお

いて「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項及び

号の表示並びに追加条項等を除く。以下「改正

後部分」という。）が存在する場合には、当該

改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に

対応する改正後部分が存在しない場合には、当

該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正

部分が存在しない場合には、当該改正後部分を

加える。 

 

改正後 改正前 
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略 

 

 （法人の市民税の申

告納付） 

第４８条 市民税を申

告納付する義務があ

る法人は、法第３２

１条の８第１項、第

２項、第３１項、第

３４項及び第３５項

の規定による申告書

（第９項、第１０項

及び第１２項におい

て「納税申告書」と

いう。）を、同条第

１項、第２項、第３

１項及び第３５項の

申告納付にあっては

それぞれこれらの規

定による納期限まで

に、同条第３４項の

申告納付にあっては

遅滞なく市長に提出

し、及びその申告に

係る税金又は同条第

１項後段及び第２項

後段の規定により提

出があったものとみ

なされる申告書に係

略 

 

 （法人の市民税の申

告納付） 

第４８条 市民税を申

告納付する義務があ

る法人は、法第３２

１条の８第１項、第

２項、第４項、第１

９項、第２２項及び

第２３項の規定によ

る申告書（第１０

項、第１１項及び第

１３項において「納

税 申 告 書 」 と い

う。）を、同条第１

項、第２項、第４

項、第１９項及び第

２３項の申告納付に

あってはそれぞれこ

れらの規定による納

期限までに、同条第

２２項の申告納付に

あっては遅滞なく市

長に提出し、及びそ

の申告に係る税金又

は同条第１項後段及

び第３項の規定によ

り提出があったもの

略 

 

 （法人の市民税の申

告納付） 

第４８条 市民税を申

告納付する義務があ

る法人は、法第３２

１条の８第１項、第

２項、第３１項、第

３４項及び第３５項

の規定による申告書

（第９項、第１０項

及び第１２項におい

て「納税申告書」と

いう。）を、同条第

１項、第２項、第３

１項及び第３５項の

申告納付にあっては

それぞれこれらの規

定による納期限まで

に、同条第３４項の

申告納付にあっては

遅滞なく市長に提出

し、及びその申告に

係る税金又は同条第

１項後段及び第２項

後段の規定により提

出があったものとみ

なされる申告書に係

略 

 

 （法人の市民税の申

告納付） 

第４８条 市民税を申

告納付する義務があ

る法人は、法第３２

１条の８第１項、第

２項、第４項、第１

９項、第２２項及び

第２３項の規定によ

る申告書（第１０

項、第１１項及び第

１３項において「納

税 申 告 書 」 と い

う。）を、同条第１

項、第２項、第４

項、第１９項及び第

２３項の申告納付に

あってはそれぞれこ

れらの規定による納

期限までに、同条第

２２項の申告納付に

あっては遅滞なく市

長に提出し、及びそ

の申告に係る税金又

は同条第１項後段及

び第３項の規定によ

り提出があったもの
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る税金を施行規則第

２２号の４様式によ

る納付書により納付

しなければならな

い。 

 

２ 法の施行地に本店

又は主たる事務所若

しくは事業所を有す

る法人（以下この条

において「内国法

人」という。）が、

租税特別措置法第６

６条の７第４項及び

第１０項の規定の適

用を受ける場合に

は、法第３２１条の

８第３６項及び令第

４８条の１２の２に

規定するところによ

り、控除すべき額を

前項の規定により申

告納付すべき法人税

割額から控除する。 

 

 

３ 内国法人が、租税

特別措置法第６６条

の９の３第３項及び

とみなされる申告書

に係る税金を施行規

則第２２号の４様式

による納付書により

納付しなければなら

ない。 

２ 法の施行地に本店

又は主たる事務所若

しくは事業所を有す

る法人（以下この条

において「内国法

人」という。）が、

租税特別措置法第６

６条の７第５項及び

第１１項又は第６８

条の９１第４項及び

第１０項の規定の適

用を受ける場合に

は、法第３２１条の

８第２４項及び令第

４８条の１２の２に

規定するところによ

り、控除すべき額を

前項の規定により申

告納付すべき法人税

割額から控除する。 

３ 内国法人が、租税

特別措置法第６６条

の９の３第４項及び

る税金を施行規則第

２２号の４様式によ

る納付書により納付

しなければならな

い。 

 

２ 法の施行地に本店

又は主たる事務所若

しくは事業所を有す

る法人（以下この条

において「内国法

人」という。）が、

租税特別措置法第６

６条の７第４項及び

第１０項の規定の適

用を受ける場合に

は、法第３２１条の

８第３６項及び令第

４８条の１２の２に

規定するところによ

り、控除すべき額を

前項の規定により申

告納付すべき法人税

割額から控除する。 

 

 

３ 内国法人が、租税

特別措置法第６６条

の９の３第３項及び

とみなされる申告書

に係る税金を施行規

則第２２号の４様式

による納付書により

納付しなければなら

ない。 

２ 法の施行地に本店

又は主たる事務所若

しくは事業所を有す

る法人（以下この条

において「内国法

人」という。）が、

租税特別措置法第６

６条の７第５項及び

第１１項又は第６８

条の９１第４項及び

第１０項の規定の適

用を受ける場合に

は、法第３２１条の

８第２４項及び令第

４８条の１２の２に

規定するところによ

り、控除すべき額を

前項の規定により申

告納付すべき法人税

割額から控除する。 

３ 内国法人が、租税

特別措置法第６６条

の９の３第４項及び
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第９項の規定の適用

を受ける場合には、

法第３２１条の８第

３７項及び令第４８

条の１２の３に規定

するところにより、

控除すべき額を第１

項の規定により申告

納付すべき法人税割

額から控除する。 

 

 

 

４ 内国法人又は外国

法人が、外国の法人

税等を課された場合

には、法第３２１条

の８第３８項及び令

第４８条の１３に規

定するところによ

り、控除すべき額を

第１項の規定により

申告納付すべき法人

税割額から控除す

る。 

５ 法第３２１条の８

第３４項に規定する

申告書（同条第３３

項の規定による申告

第１０項又は第６８

条の９３の３第４項

及び第１０項の規定

の適用を受ける場合

には、法第３２１条

の８第２５項及び令

第４８条の１２の３

に規定するところに

より、控除すべき額

を第１項の規定によ

り申告納付すべき法

人税割額から控除す

る。 

４ 内国法人又は外国

法人が、外国の法人

税等を課された場合

には、法第３２１条

の８第２６項及び令

第４８条の１３に規

定するところによ

り、控除すべき額を

第１項の規定により

申告納付すべき法人

税割額から控除す

る。 

５ 法第３２１条の８

第２２項に規定する

申告書（同条第２１

項の規定による申告

第９項の規定の適用

を受ける場合には、

法第３２１条の８第

３７項及び令第４８

条の１２の３に規定

するところにより、

控除すべき額を第１

項の規定により申告

納付すべき法人税割

額から控除する。 

 

 

 

４ 内国法人又は外国

法人が、外国の法人

税等を課された場合

には、法第３２１条

の８第３８項及び令

第４８条の１３に規

定するところによ

り、控除すべき額を

第１項の規定により

申告納付すべき法人

税割額から控除す

る。 

５ 法第３２１条の８

第３４項に規定する

申告書（同条第３３

項の規定による申告

第１０項又は第６８

条の９３の３第４項

及び第１０項の規定

の適用を受ける場合

には、法第３２１条

の８第２５項及び令

第４８条の１２の３

に規定するところに

より、控除すべき額

を第１項の規定によ

り申告納付すべき法

人税割額から控除す

る。 

４ 内国法人又は外国

法人が、外国の法人

税等を課された場合

には、法第３２１条

の８第２６項及び令

第４８条の１３に規

定するところによ

り、控除すべき額を

第１項の規定により

申告納付すべき法人

税割額から控除す

る。 

５ 法第３２１条の８

第２２項に規定する

申告書（同条第２１

項の規定による申告
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書を含む。以下この

項において同じ。）

に係る税金を納付す

る場合には、当該税

金に係る同条第１

項、第２項又は第３

１項の納期限（納期

限の延長があったと

きは、その延長され

た納期限とする。第

７項第１号において

同じ。）の翌日から

納付の日までの期間

の日数に応じ、当該

税額に年１４．６パ

ーセント（申告書を

提出した日（同条第

３５項の規定の適用

がある場合におい

て、当該申告書がそ

の提出期限前に提出

されたときは、当該

提出期限）までの期

間又はその期間の末

日の翌日から１月を

経過する日までの期

間については、年

７．３パーセント）

の割合を乗じて計算

書を含む。以下この

項において同じ。）

に係る税金を納付す

る場合には、当該税

金に係る同条第１

項、第２項、第４項

又は第１９項の納期

限（納期限の延長が

あったときは、その

延長された納期限と

する。第７項第１号

において同じ。）の

翌日から納付の日ま

での期間の日数に応

じ、当該税額に年１

４．６パーセント

（申告書を提出した

日（同条第２３項の

規定の適用がある場

合において、当該申

告書がその提出期限

前に提出されたとき

は、当該提出期限）

までの期間又はその

期間の末日の翌日か

ら１月を経過する日

までの期間について

は、年７．３パーセ

ント）の割合を乗じ

書を含む。以下この

項において同じ。）

に係る税金を納付す

る場合には、当該税

金に係る同条第１

項、第２項又は第３

１項の納期限（納期

限の延長があったと

きは、その延長され

た納期限とする。第

７項第１号において

同じ。）の翌日から

納付の日までの期間

の日数に応じ、当該

税額に年１４．６パ

ーセント（申告書を

提出した日（同条第

３５項の規定の適用

がある場合におい

て、当該申告書がそ

の提出期限前に提出

されたときは、当該

提出期限）までの期

間又はその期間の末

日の翌日から１月を

経過する日までの期

間については、年

７．３パーセント）

の割合を乗じて計算

書を含む。以下この

項において同じ。）

に係る税金を納付す

る場合には、当該税

金に係る同条第１

項、第２項、第４項

又は第１９項の納期

限（納期限の延長が

あったときは、その

延長された納期限と

する。第７項第１号

において同じ。）の

翌日から納付の日ま

での期間の日数に応

じ、当該税額に年１

４．６パーセント

（申告書を提出した

日（同条第２３項の

規定の適用がある場

合において、当該申

告書がその提出期限

前に提出されたとき

は、当該提出期限）

までの期間又はその

期間の末日の翌日か

ら１月を経過する日

までの期間について

は、年７．３パーセ

ント）の割合を乗じ
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した金額に相当する

延滞金額を加算して

施行規則第２２号の

４様式による納付書

により納付しなけれ

ばならない。 

６ 前項の場合におい

て、法人が法第３２

１条の８第１項、第

２項又は第３１項に

規定する申告書を提

出した日（当該申告

書がその提出期限前

に提出された場合に

は、当該申告書の提

出期限）の翌日から

１年を経過する日後

に同条第３４項に規

定する申告書を提出

したときは、詐偽そ

の他不正の行為によ

り市民税を免れた法

人が法第３２１条の

１１第１項又は第３

項の規定による更正

があるべきことを予

知して当該申告書を

提出した場合を除

き、当該１年を経過

て計算した金額に相

当する延滞金額を加

算して施行規則第２

２号の４様式による

納付書により納付し

なければならない。 

６ 前項の場合におい

て、法人が法第３２

１条の８第１項、第

２項、第４項又は第

１９項に規定する申

告書を提出した日

（当該申告書がその

提出期限前に提出さ

れた場合には、当該

申告書の提出期限）

の翌日から１年を経

過する日後に同条第

２２項に規定する申

告書を提出したとき

は、詐偽その他不正

の行為により市民税

を免れた法人が法第

３２１条の１１第１

項又は第３項の規定

による更正があるべ

きことを予知して当

該申告書を提出した

場合を除き、当該１

した金額に相当する

延滞金額を加算して

施行規則第２２号の

４様式による納付書

により納付しなけれ

ばならない。 

６ 前項の場合におい

て、法人が法第３２

１条の８第１項、第

２項又は第３１項に

規定する申告書を提

出した日（当該申告

書がその提出期限前

に提出された場合に

は、当該申告書の提

出期限）の翌日から

１年を経過する日後

に同条第３４項に規

定する申告書を提出

したときは、詐偽そ

の他不正の行為によ

り市民税を免れた法

人が法第３２１条の

１１第１項又は第３

項の規定による更正

があるべきことを予

知して当該申告書を

提出した場合を除

き、当該１年を経過

て計算した金額に相

当する延滞金額を加

算して施行規則第２

２号の４様式による

納付書により納付し

なければならない。 

６ 前項の場合におい

て、法人が法第３２

１条の８第１項、第

２項、第４項又は第

１９項に規定する申

告書を提出した日

（当該申告書がその

提出期限前に提出さ

れた場合には、当該

申告書の提出期限）

の翌日から１年を経

過する日後に同条第

２２項に規定する申

告書を提出したとき

は、詐偽その他不正

の行為により市民税

を免れた法人が法第

３２１条の１１第１

項又は第３項の規定

による更正があるべ

きことを予知して当

該申告書を提出した

場合を除き、当該１
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する日の翌日から当

該申告書を提出した

日（法第３２１条の

８第３５項の規定の

適用がある場合にお

いて、当該申告書が

その提出期限前に提

出されたときは、当

該申告書の提出期

限）までの期間は、

延滞金の計算の基礎

となる期間から控除

する。 

７ 第５項の場合にお

いて、法第３２１条

の８第３４項に規定

する申告書（以下こ

の項において「修正

申告書」という。）

の提出があったとき

（当該修正申告書に

係る市民税について

同条第１項、第２項

又は第３１項に規定

する申告書（以下こ

の項において「当初

申告書」という。）

が提出されており、

かつ、当該当初申告

年を経過する日の翌

日から当該申告書を

提出した日（法第３

２１条の８第２３項

の規定の適用がある

場合において、当該

申告書がその提出期

限前に提出されたと

きは、当該申告書の

提出期限）までの期

間は、延滞金の計算

の基礎となる期間か

ら控除する。 

７ 第５項の場合にお

いて、法第３２１条

の８第２２項に規定

する申告書（以下こ

の項において「修正

申告書」という。）

の提出があったとき

（当該修正申告書に

係る市民税について

同条第１項、第２

項、第４項又は第１

９項に規定する申告

書（以下この項にお

いて「当初申告書」

という。）が提出さ

れており、かつ、当

する日の翌日から当

該申告書を提出した

日（法第３２１条の

８第３５項の規定の

適用がある場合にお

いて、当該申告書が

その提出期限前に提

出されたときは、当

該申告書の提出期

限）までの期間は、

延滞金の計算の基礎

となる期間から控除

する。 

７ 第５項の場合にお

いて、法第３２１条

の８第３４項に規定

する申告書（以下こ

の項において「修正

申告書」という。）

の提出があったとき

（当該修正申告書に

係る市民税について

同条第１項、第２項

又は第３１項に規定

する申告書（以下こ

の項において「当初

申告書」という。）

が提出されており、

かつ、当該当初申告

年を経過する日の翌

日から当該申告書を

提出した日（法第３

２１条の８第２３項

の規定の適用がある

場合において、当該

申告書がその提出期

限前に提出されたと

きは、当該申告書の

提出期限）までの期

間は、延滞金の計算

の基礎となる期間か

ら控除する。 

７ 第５項の場合にお

いて、法第３２１条

の８第２２項に規定

する申告書（以下こ

の項において「修正

申告書」という。）

の提出があったとき

（当該修正申告書に

係る市民税について

同条第１項、第２

項、第４項又は第１

９項に規定する申告

書（以下この項にお

いて「当初申告書」

という。）が提出さ

れており、かつ、当
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書の提出により納付

すべき税額を減少さ

せる更正（これに類

するものを含む。以

下この項において

「減額更正」とい

う。）があった後

に、当該修正申告書

が提出されたときに

限る。）は、当該修

正申告書の提出によ

り納付すべき税額

（当該当初申告書に

係る税額（還付金の

額に相当する税額を

含む。）に達するま

での部分に相当する

税額に限る。）につ

いては、前項の規定

にかかわらず、次に

掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為によ

り市民税を免れた法

人が法第３２１条の

１１第１項又は第３

項の規定による更正

があるべきことを予

知して提出した修正

申告書に係る市民税

該当初申告書の提出

により納付すべき税

額を減少させる更正

（これに類するもの

を含む。以下この項

において「減額更

正」という。）があ

った後に、当該修正

申告書が提出された

ときに限る。）は、

当該修正申告書の提

出により納付すべき

税額（当該当初申告

書に係る税額（還付

金の額に相当する税

額を含む。）に達す

るまでの部分に相当

する税額に限る。）

については、前項の

規定にかかわらず、

次に掲げる期間（詐

偽その他不正の行為

により市民税を免れ

た法人が法第３２１

条の１１第１項又は

第３項の規定による

更正があるべきこと

を予知して提出した

修正申告書に係る市

書の提出により納付

すべき税額を減少さ

せる更正（これに類

するものを含む。以

下この項において

「減額更正」とい

う。）があった後

に、当該修正申告書

が提出されたときに

限る。）は、当該修

正申告書の提出によ

り納付すべき税額

（当該当初申告書に

係る税額（還付金の

額に相当する税額を

含む。）に達するま

での部分に相当する

税額に限る。）につ

いては、前項の規定

にかかわらず、次に

掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為によ

り市民税を免れた法

人が法第３２１条の

１１第１項又は第３

項の規定による更正

があるべきことを予

知して提出した修正

申告書に係る市民税

該当初申告書の提出

により納付すべき税

額を減少させる更正

（これに類するもの

を含む。以下この項

において「減額更

正」という。）があ

った後に、当該修正

申告書が提出された

ときに限る。）は、

当該修正申告書の提

出により納付すべき

税額（当該当初申告

書に係る税額（還付

金の額に相当する税

額を含む。）に達す

るまでの部分に相当

する税額に限る。）

については、前項の

規定にかかわらず、

次に掲げる期間（詐

偽その他不正の行為

により市民税を免れ

た法人が法第３２１

条の１１第１項又は

第３項の規定による

更正があるべきこと

を予知して提出した

修正申告書に係る市
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又は令第４８条の１

６の２第３項に規定

する市民税にあって

は、第１号に掲げる

期間に限る。）を延

滞金の計算の基礎と

なる期間から控除す

る。 

 (1) 略 

 (2) 当該減額更正の

通知をした日（当

該減額更正が、更

正の請求に基づく

もの（法人税に係

る更正によるもの

を除く。）である

場合又は法人税に

係る更正（法人税

に係る更正の請求

に基づくものに限

る。）によるもの

である場合には、

当該減額更正の通

知をした日の翌日

から起算して１年

を経過する日）の

翌日から当該修正

申告書を提出した

日（法第３２１条

民税又は令第４８条

の１６の２第３項に

規定する市民税にあ

っては、第１号に掲

げる期間に限る。）

を延滞金の計算の基

礎となる期間から控

除する。 

 (1) 略 

 (2) 当該減額更正の

通知をした日（当

該減額更正が、更

正の請求に基づく

もの（法人税に係

る更正によるもの

を除く。）である

場合又は法人税に

係る更正（法人税

に係る更正の請求

に基づくものに限

る。）によるもの

である場合には、

当該減額更正の通

知をした日の翌日

から起算して１年

を経過する日）の

翌日から当該修正

申告書を提出した

日（法第３２１条

又は令第４８条の１

６の２第３項に規定

する市民税にあって

は、第１号に掲げる

期間に限る。）を延

滞金の計算の基礎と

なる期間から控除す

る。 

 (1) 略 

 (2) 当該減額更正の

通知をした日（当

該減額更正が、更

正の請求に基づく

もの（法人税に係

る更正によるもの

を除く。）である

場合又は法人税に

係る更正（法人税

に係る更正の請求

に基づくものに限

る。）によるもの

である場合には、

当該減額更正の通

知をした日の翌日

から起算して１年

を経過する日）の

翌日から当該修正

申告書を提出した

日（法第３２１条

民税又は令第４８条

の１６の２第３項に

規定する市民税にあ

っては、第１号に掲

げる期間に限る。）

を延滞金の計算の基

礎となる期間から控

除する。 

 (1) 略 

 (2) 当該減額更正の

通知をした日（当

該減額更正が、更

正の請求に基づく

もの（法人税に係

る更正によるもの

を除く。）である

場合又は法人税に

係る更正（法人税

に係る更正の請求

に基づくものに限

る。）によるもの

である場合には、

当該減額更正の通

知をした日の翌日

から起算して１年

を経過する日）の

翌日から当該修正

申告書を提出した

日（法第３２１条
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の８第３５項の規

定の適用がある場

合において、当該

修正申告書がその

提出期限前に提出

されたときは、当

該修正申告書の提

出期限）までの期

間 

８ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の８第２３項の規

定の適用がある場

合において、当該

修正申告書がその

提出期限前に提出

されたときは、当

該修正申告書の提

出期限）までの期

間 

８ 略 

９ 法人税法第８１条

の２２第１項の規定

により法人税に係る

申告書を提出する義

務がある法人で同法

第８１条の２４第１

項の規定の適用を受

けているものが、同

条第４項の規定の適

用を受ける場合に

は、当該法人及び当

該法人との間に連結

完全支配関係（同法

第２条第１２号の７

の７に規定する連結

完全支配関係をい

う。第５０条第３項

及び第５２条第４項

において同じ。）が

の８第３５項の規

定の適用がある場

合において、当該

修正申告書がその

提出期限前に提出

されたときは、当

該修正申告書の提

出期限）までの期

間 

８ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の８第２３項の規

定の適用がある場

合において、当該

修正申告書がその

提出期限前に提出

されたときは、当

該修正申告書の提

出期限）までの期

間 

８ 略 

９ 法人税法第８１条

の２２第１項の規定

により法人税に係る

申告書を提出する義

務がある法人で同法

第８１条の２４第１

項の規定の適用を受

けているものが、同

条第４項の規定の適

用を受ける場合に

は、当該法人及び当

該法人との間に連結

完全支配関係（同法

第２条第１２号の７

の７に規定する連結

完全支配関係をい

う。第５０条第３項

及び第５２条第４項

において同じ。）が
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ある連結子法人（同

法第２条第１２号の

７に規定する連結子

法人をいう。第５０

条第３項及び第５２

条第４項において同

じ。）（連結申告法

人（同法第２条第１

６号に規定する連結

申告法人をいう。第

５２条第４項におい

て 同 じ 。 ） に 限

る。）については、

同法第８１条の２４

第４項の規定の適用

に係る当該申告書に

係る連結法人税額

（法第３２１条の８

第４項に規定する連

結法人税額をいう。

以下この項及び第５

２条第４項において

同じ。）の課税標準

の算定期間（当該法

人の連結事業年度に

該当する期間に限

る。第５２条第４項

において同じ。）に

限り、当該連結法人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある連結子法人（同

法第２条第１２号の

７に規定する連結子

法人をいう。第５０

条第３項及び第５２

条第４項において同

じ。）（連結申告法

人（同法第２条第１

６号に規定する連結

申告法人をいう。第

５２条第４項におい

て 同 じ 。 ） に 限

る。）については、

同法第８１条の２４

第４項の規定の適用

に係る当該申告書に

係る連結法人税額

（法第３２１条の８

第４項に規定する連

結法人税額をいう。

以下この項及び第５

２条第４項において

同じ。）の課税標準

の算定期間（当該法

人の連結事業年度に

該当する期間に限

る。第５２条第４項

において同じ。）に

限り、当該連結法人
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９ 法第３２１条の８

第６０項に規定する

特定法人である内国

法人は、第１項の規

定により、納税申告

書により行うことと

されている法人の市

民税の申告について

は、同項の規定にか

かわらず、同条第６

０項及び施行規則で

定めるところによ

り、納税申告書に記

載すべきものとされ

ている事項（次項及

び第１１項において

税額に係る個別帰属

法人税額を課税標準

として算定した法人

税割額及びこれと併

せて納付すべき均等

割額については、当

該連結法人税額につ

いて法人税法第８１

条の２４第１項の規

定の適用がないもの

とみなして、第１８

条の２の規定を適用

することができる。 

１０ 法第３２１条の

８第４２項に規定す

る特定法人である内

国法人は、第１項の

規定により、納税申

告書により行うこと

とされている法人の

市民税の申告につい

ては、同項の規定に

かかわらず、同条第

４２項及び施行規則

で定めるところによ

り、納税申告書に記

載すべきものとされ

ている事項（次項及

び第１２項において

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 法第３２１条の８

第５２項に規定する

特定法人である内国

法人は、第１項の規

定により、納税申告

書により行うことと

されている法人の市

民税の申告について

は、同項の規定にか

かわらず、同条第５

２項及び施行規則で

定めるところによ

り、納税申告書に記

載すべきものとされ

ている事項（次項及

び第１１項において

税額に係る個別帰属

法人税額を課税標準

として算定した法人

税割額及びこれと併

せて納付すべき均等

割額については、当

該連結法人税額につ

いて法人税法第８１

条の２４第１項の規

定の適用がないもの

とみなして、第１８

条の２の規定を適用

することができる。 

１０ 法第３２１条の

８第４２項に規定す

る特定法人である内

国法人は、第１項の

規定により、納税申

告書により行うこと

とされている法人の

市民税の申告につい

ては、同項の規定に

かかわらず、同条第

４２項及び施行規則

で定めるところによ

り、納税申告書に記

載すべきものとされ

ている事項（次項及

び第１２項において
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「申告書記載事項」

という。）を、法第

７６２条第１号に規

定する地方税関係手

続用電子情報処理組

織を使用し、かつ、

地方税共同機構（第

１１項において「機

構」という。）を経

由して行う方法によ

り市長に提供するこ

とにより、行わなけ

ればならない。 

１０ 略 

１１ 第９項の規定に

より行われた同項の

申告は、申告書記載

事項が法第７６２条

第１号の機構の使用

に係る電子計算機

（入出力装置を含

む。）に備えられた

ファイルへの記録が

された時に同項に規

定する市長に到達し

たものとみなす。 

１２ 第９項の内国法

人が、電気通信回線

の故障、災害その他

「申告書記載事項」

という。）を、法第

７６２条第１号に規

定する地方税関係手

続用電子情報処理組

織を使用し、かつ、

地方税共同機構（第

１２項において「機

構」という。）を経

由して行う方法によ

り市長に提供するこ

とにより、行わなけ

ればならない。 

１１ 略 

１２ 第１０項の規定

により行われた同項

の申告は、申告書記

載事項が法第７６２

条第１号の機構の使

用に係る電子計算機

（入出力装置を含

む。）に備えられた

ファイルへの記録が

された時に同項に規

定する市長に到達し

たものとみなす。 

１３ 第１０項の内国

法人が、電気通信回

線の故障、災害その

「申告書記載事項」

という。）を、法第

７６２条第１号に規

定する地方税関係手

続用電子情報処理組

織を使用し、かつ、

地方税共同機構（第

１１項において「機

構」という。）を経

由して行う方法によ

り市長に提供するこ

とにより、行わなけ

ればならない。 

１０ 略 

１１ 第９項の規定に

より行われた同項の

申告は、申告書記載

事項が法第７６２条

第１号の機構の使用

に係る電子計算機

（入出力装置を含

む。）に備えられた

ファイルへの記録が

された時に同項に規

定する市長に到達し

たものとみなす。 

１２ 第９項の内国法

人が、電気通信回線

の故障、災害その他

「申告書記載事項」

という。）を、法第

７６２条第１号に規

定する地方税関係手

続用電子情報処理組

織を使用し、かつ、

地方税共同機構（第

１２項において「機

構」という。）を経

由して行う方法によ

り市長に提供するこ

とにより、行わなけ

ればならない。 

１１ 略 

１２ 第１０項の規定

により行われた同項

の申告は、申告書記

載事項が法第７６２

条第１号の機構の使

用に係る電子計算機

（入出力装置を含

む。）に備えられた

ファイルへの記録が

された時に同項に規

定する市長に到達し

たものとみなす。 

１３ 第１０項の内国

法人が、電気通信回

線の故障、災害その
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の理由により地方税

関係手続用電子情報

処理組織を使用する

ことが困難であると

認められる場合で、

かつ、同項の規定を

適用しないで納税申

告書を提出すること

ができると認められ

る場合において、同

項の規定を適用しな

いで納税申告書を提

出することについて

市長の承認を受けた

ときは、当該市長が

指定する期間内に行

う同項の申告につい

ては、前３項の規定

は、適用しない。法

人税法第７５条の５

第２項の申請書を同

項に規定する納税地

の所轄税務署長に提

出した第９項の内国

法人が、当該税務署

長の承認を受け、又

は当該税務署長の却

下の処分を受けてい

ない旨を記載した施

他の理由により地方

税関係手続用電子情

報処理組織を使用す

ることが困難である

と認められる場合

で、かつ、同項の規

定を適用しないで納

税申告書を提出する

ことができると認め

られる場合におい

て、同項の規定を適

用しないで納税申告

書を提出することに

ついて市長の承認を

受けたときは、当該

市長が指定する期間

内に行う同項の申告

については、前３項

の規定は、適用しな

い。法人税法第７５

条の４第２項の申請

書を同項に規定する

納税地の所轄税務署

長に提出した第１０

項の内国法人が、当

該税務署長の承認を

受け、又は当該税務

署長の却下の処分を

受けていない旨を記

の理由により地方税

関係手続用電子情報

処理組織を使用する

ことが困難であると

認められる場合で、

かつ、同項の規定を

適用しないで納税申

告書を提出すること

ができると認められ

る場合において、同

項の規定を適用しな

いで納税申告書を提

出することについて

市長の承認を受けた

ときは、当該市長が

指定する期間内に行

う同項の申告につい

ては、前３項の規定

は、適用しない。法

人税法第７５条の５

第２項の申請書を同

項に規定する納税地

の所轄税務署長に提

出した第９項の内国

法人が、当該税務署

長の承認を受け、又

は当該税務署長の却

下の処分を受けてい

ない旨を記載した施

他の理由により地方

税関係手続用電子情

報処理組織を使用す

ることが困難である

と認められる場合

で、かつ、同項の規

定を適用しないで納

税申告書を提出する

ことができると認め

られる場合におい

て、同項の規定を適

用しないで納税申告

書を提出することに

ついて市長の承認を

受けたときは、当該

市長が指定する期間

内に行う同項の申告

については、前３項

の規定は、適用しな

い。法人税法第７５

条の４第２項の申請

書を同項に規定する

納税地の所轄税務署

長に提出した第１０

項の内国法人が、当

該税務署長の承認を

受け、又は当該税務

署長の却下の処分を

受けていない旨を記
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行規則で定める書類

を、納税申告書の提

出期限の前日まで

に、又は納税申告書

に添付して当該提出

期限までに、市長に

提出した場合におけ

る当該税務署長が指

定する期間内に行う

同項の申告について

も、同様とする。 

 

１３ 略 

１４ 第１２項の規定

の適用を受けている

内国法人は、第９項

の申告につき第１２

項の規定の適用を受

けることをやめよう

とするときは、その

旨その他施行規則で

定める事項を記載し

た届出書を市長に提

出しなければならな

い。 

１５ 第１２項前段の

規定の適用を受けて

いる内国法人につ

き、法第３２１条の

載した施行規則で定

める書類を、納税申

告書の提出期限の前

日までに、又は納税

申告書に添付して当

該提出期限までに、

市長に提出した場合

における当該税務署

長が指定する期間内

に行う同項の申告に

ついても、同様とす

る。 

１４ 略 

１５ 第１３項の規定

の適用を受けている

内国法人は、第１０

項の申告につき第１

３項の規定の適用を

受けることをやめよ

うとするときは、そ

の旨その他施行規則

で定める事項を記載

した届出書を市長に

提出しなければなら

ない。 

１６ 第１３項前段の

規定の適用を受けて

いる内国法人につ

き、法第３２１条の

行規則で定める書類

を、納税申告書の提

出期限の前日まで

に、又は納税申告書

に添付して当該提出

期限までに、市長に

提出した場合におけ

る当該税務署長が指

定する期間内に行う

同項の申告について

も、同様とする。 

 

１３ 略 

１４ 第１２項の規定

の適用を受けている

内国法人は、第９項

の申告につき第１２

項の規定の適用を受

けることをやめよう

とするときは、その

旨その他施行規則で

定める事項を記載し

た届出書を市長に提

出しなければならな

い。 

１５ 第１２項前段の

規定の適用を受けて

いる内国法人につ

き、法第３２１条の

載した施行規則で定

める書類を、納税申

告書の提出期限の前

日までに、又は納税

申告書に添付して当

該提出期限までに、

市長に提出した場合

における当該税務署

長が指定する期間内

に行う同項の申告に

ついても、同様とす

る。 

１４ 略 

１５ 第１３項の規定

の適用を受けている

内国法人は、第１０

項の申告につき第１

３項の規定の適用を

受けることをやめよ

うとするときは、そ

の旨その他施行規則

で定める事項を記載

した届出書を市長に

提出しなければなら

ない。 

１６ 第１３項前段の

規定の適用を受けて

いる内国法人につ

き、法第３２１条の
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８第６９項の処分又

は前項の届出書の提

出があったときは、

これらの処分又は届

出書の提出があった

日の翌日以後の第１

２項前段の期間内に

行う第９項の申告に

ついては、第１２項

前段の規定は適用し

ない。ただし、当該

内国法人が、同日以

後新たに同項前段の

承認を受けたとき

は、この限りでな

い。 

１６ 第１２項後段の

規定の適用を受けて

いる内国法人につ

き、第１４項の届出

書の提出又は法人税

法第７５条の５第３

項若しくは第６項の

処分があったとき

は、これらの届出書

の提出又は処分があ

った日の翌日以後の

第１２項後段の期間

内に行う第９項の申

８第５１項の処分又

は前項の届出書の提

出があったときは、

これらの処分又は届

出書の提出があった

日の翌日以後の第１

３項前段の期間内に

行う第１０項の申告

については、第１３

項前段の規定は適用

しない。ただし、当

該内国法人が、同日

以後新たに同項前段

の承認を受けたとき

は、この限りでな

い。 

１７ 第１３項後段の

規定の適用を受けて

いる内国法人につ

き、第１５項の届出

書の提出又は法人税

法第７５条の４第３

項若しくは第６項

（同法第８１条の２

４の３第２項におい

て準用する場合を含

む。）の処分があっ

たときは、これらの

届出書の提出又は処

８第６１項の処分又

は前項の届出書の提

出があったときは、

これらの処分又は届

出書の提出があった

日の翌日以後の第１

２項前段の期間内に

行う第９項の申告に

ついては、第１２項

前段の規定は適用し

ない。ただし、当該

内国法人が、同日以

後新たに同項前段の

承認を受けたとき

は、この限りでな

い。 

１６ 第１２項後段の

規定の適用を受けて

いる内国法人につ

き、第１４項の届出

書の提出又は法人税

法第７５条の５第３

項若しくは第６項の

処分があったとき

は、これらの届出書

の提出又は処分があ

った日の翌日以後の

第１２項後段の期間

内に行う第９項の申

８第５１項の処分又

は前項の届出書の提

出があったときは、

これらの処分又は届

出書の提出があった

日の翌日以後の第１

３項前段の期間内に

行う第１０項の申告

については、第１３

項前段の規定は適用

しない。ただし、当

該内国法人が、同日

以後新たに同項前段

の承認を受けたとき

は、この限りでな

い。 

１７ 第１３項後段の

規定の適用を受けて

いる内国法人につ

き、第１５項の届出

書の提出又は法人税

法第７５条の４第３

項若しくは第６項

（同法第８１条の２

４の３第２項におい

て準用する場合を含

む。）の処分があっ

たときは、これらの

届出書の提出又は処



37 

告については、第１

２項後段の規定は適

用しない。ただし、

当該内国法人が、同

日以後新たに同項後

段の書類を提出した

ときは、この限りで

ない。 

 

 

 

 

 （法人の市民税に係

る不足税額の納付の

手続） 

第５０条 略 

２ 前項の場合におい

ては、その不足税額

に法第３２１条の８

第１項、第２項又は

第３１項の納期限

（同条第３５項の申

告納付に係る法人税

割に係る不足税額が

ある場合には、同条

第１項又は第２項の

納期限とし、納期限

の延長があった場合

には、その延長され

分があった日の翌日

以後の第１３項後段

の期間内に行う第１

０項の申告について

は、第１３項後段の

規定は適用しない。

ただし、当該内国法

人が、同日以後新た

に同項後段の書類を

提出したときは、こ

の限りでない。 

 

 （法人の市民税に係

る不足税額の納付の

手続） 

第５０条 略 

２ 前項の場合におい

ては、その不足税額

に法第３２１条の８

第１項、第２項、第

４項又は第１９項の

納期限（同条第２３

項の申告納付に係る

法人税割に係る不足

税額がある場合に

は、同条第１項、第

２項又は第４項の納

期限とし、納期限の

延長があった場合に

告については、第１

２項後段の規定は適

用しない。ただし、

当該内国法人が、同

日以後新たに同項後

段の書類を提出した

ときは、この限りで

ない。 

 

 

 

 

 （法人の市民税に係

る不足税額の納付の

手続） 

第５０条 略 

２ 前項の場合におい

ては、その不足税額

に法第３２１条の８

第１項、第２項又は

第３１項の納期限

（同条第３５項の申

告納付に係る法人税

割に係る不足税額が

ある場合には、同条

第１項又は第２項の

納期限とし、納期限

の延長があった場合

には、その延長され

分があった日の翌日

以後の第１３項後段

の期間内に行う第１

０項の申告について

は、第１３項後段の

規定は適用しない。

ただし、当該内国法

人が、同日以後新た

に同項後段の書類を

提出したときは、こ

の限りでない。 

 

 （法人の市民税に係

る不足税額の納付の

手続） 

第５０条 略 

２ 前項の場合におい

ては、その不足税額

に法第３２１条の８

第１項、第２項、第

４項又は第１９項の

納期限（同条第２３

項の申告納付に係る

法人税割に係る不足

税額がある場合に

は、同条第１項、第

２項又は第４項の納

期限とし、納期限の

延長があった場合に
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た納期限とする。第

４項第１号において

同じ。）の翌日から

納付の日までの期間

の日数に応じ、年１

４．６パーセント

（前項の納期限まで

の期間又は当該納期

限の翌日から１月を

経過する日までの期

間については、年

７．３パーセント）

の割合を乗じて計算

した金額に相当する

延滞金額を加算して

納付しなければなら

ない。 

 

３ 前項の場合におい

て、法第３２１条の

１１第１項又は第３

項の規定による更正

の通知をした日が、

法第３２１条の８第

１項、第２項又は第

３１項に規定する申

告書を提出した日

（当該申告書がその

提出期限前に提出さ

は、その延長された

納期限とする。第４

項第１号において同

じ。）の翌日から納

付の日までの期間の

日数に応じ、年１

４．６パーセント

（前項の納期限まで

の期間又は当該納期

限の翌日から１月を

経過する日までの期

間については、年

７．３パーセント）

の割合を乗じて計算

した金額に相当する

延滞金額を加算して

納付しなければなら

ない。 

３ 前項の場合におい

て、法第３２１条の

１１第１項又は第３

項の規定による更正

の通知をした日が、

法第３２１条の８第

１項、第２項、第４

項又は第１９項に規

定する申告書を提出

した日（当該申告書

がその提出期限前に

た納期限とする。第

４項第１号において

同じ。）の翌日から

納付の日までの期間

の日数に応じ、年１

４．６パーセント

（前項の納期限まで

の期間又は当該納期

限の翌日から１月を

経過する日までの期

間については、年

７．３パーセント）

の割合を乗じて計算

した金額に相当する

延滞金額を加算して

納付しなければなら

ない。 

 

３ 前項の場合におい

て、法第３２１条の

１１第１項又は第３

項の規定による更正

の通知をした日が、

法第３２１条の８第

１項、第２項又は第

３１項に規定する申

告書を提出した日

（当該申告書がその

提出期限前に提出さ

は、その延長された

納期限とする。第４

項第１号において同

じ。）の翌日から納

付の日までの期間の

日数に応じ、年１

４．６パーセント

（前項の納期限まで

の期間又は当該納期

限の翌日から１月を

経過する日までの期

間については、年

７．３パーセント）

の割合を乗じて計算

した金額に相当する

延滞金額を加算して

納付しなければなら

ない。 

３ 前項の場合におい

て、法第３２１条の

１１第１項又は第３

項の規定による更正

の通知をした日が、

法第３２１条の８第

１項、第２項、第４

項又は第１９項に規

定する申告書を提出

した日（当該申告書

がその提出期限前に
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れた場合には、当該

申告書の提出期限）

の翌日から１年を経

過する日後であると

きは、詐偽その他不

正の行為により市民

税を免れた場合を除

き、当該１年を経過

する日の翌日から当

該通知をした日（法

人税に係る修正申告

書を提出し、又は法

人税に係る更正若し

くは決定がされたこ

とによる更正に係る

ものにあっては、当

該修正申告書を提出

した日又は国の税務

官署が更正若しくは

決定の通知をした

日）までの期間は、

延滞金の計算の基礎

となる期間から控除

する。 

 

 

 

 

 

提出された場合に

は、当該申告書の提

出期限）の翌日から

１年を経過する日後

であるときは、詐偽

その他不正の行為に

より市民税を免れた

場合を除き、当該１

年を経過する日の翌

日から当該通知をし

た日（法人税に係る

修正申告書を提出

し、又は法人税に係

る更正若しくは決定

がされたこと（同条

第２項又は第４項に

規定する申告書を提

出すべき法人が連結

子法人の場合には、

当該連結子法人との

間に連結完全支配関

係がある連結親法人

（法人税法第２条第

１２号の６の７に規

定する連結親法人を

いう。以下この項に

おいて同じ。）若し

くは連結完全支配関

係があった連結親法

れた場合には、当該

申告書の提出期限）

の翌日から１年を経

過する日後であると

きは、詐偽その他不

正の行為により市民

税を免れた場合を除

き、当該１年を経過

する日の翌日から当

該通知をした日（法

人税に係る修正申告

書を提出し、又は法

人税に係る更正若し

くは決定がされたこ

とによる更正に係る

ものにあっては、当

該修正申告書を提出

した日又は国の税務

官署が更正若しくは

決定の通知をした

日）までの期間は、

延滞金の計算の基礎

となる期間から控除

する。 

 

 

 

 

 

提出された場合に

は、当該申告書の提

出期限）の翌日から

１年を経過する日後

であるときは、詐偽

その他不正の行為に

より市民税を免れた

場合を除き、当該１

年を経過する日の翌

日から当該通知をし

た日（法人税に係る

修正申告書を提出

し、又は法人税に係

る更正若しくは決定

がされたこと（同条

第２項又は第４項に

規定する申告書を提

出すべき法人が連結

子法人の場合には、

当該連結子法人との

間に連結完全支配関

係がある連結親法人

（法人税法第２条第

１２号の６の７に規

定する連結親法人を

いう。以下この項に

おいて同じ。）若し

くは連結完全支配関

係があった連結親法
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４ 第２項の場合にお

いて、納付すべき税

額を増加させる更正

（これに類するもの

を含む。以下この項

において「増額更

正」という。）があ

ったとき（当該増額

更正に係る市民税に

ついて法第３２１条

の８第１項、第２項

又は第３１項に規定

する申告書（以下こ

人が法人税に係る修

正申告書を提出し、

又は法人税に係る更

正若しくは決定を受

けたこと。次項第２

号において同じ。）

による更正に係るも

のにあっては、当該

修正申告書を提出し

た日又は国の税務官

署が更正若しくは決

定の通知をした日）

までの期間は、延滞

金の計算の基礎とな

る期間から控除す

る。 

４ 第２項の場合にお

いて、納付すべき税

額を増加させる更正

（これに類するもの

を含む。以下この項

において「増額更

正」という。）があ

ったとき（当該増額

更正に係る市民税に

ついて法第３２１条

の８第１項、第２

項、第４項又は第１

９項に規定する申告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第２項の場合にお

いて、納付すべき税

額を増加させる更正

（これに類するもの

を含む。以下この項

において「増額更

正」という。）があ

ったとき（当該増額

更正に係る市民税に

ついて法第３２１条

の８第１項、第２項

又は第３１項に規定

する申告書（以下こ

人が法人税に係る修

正申告書を提出し、

又は法人税に係る更

正若しくは決定を受

けたこと。次項第２

号において同じ。）

による更正に係るも

のにあっては、当該

修正申告書を提出し

た日又は国の税務官

署が更正若しくは決

定の通知をした日）

までの期間は、延滞

金の計算の基礎とな

る期間から控除す

る。 

４ 第２項の場合にお

いて、納付すべき税

額を増加させる更正

（これに類するもの

を含む。以下この項

において「増額更

正」という。）があ

ったとき（当該増額

更正に係る市民税に

ついて法第３２１条

の８第１項、第２

項、第４項又は第１

９項に規定する申告
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の項において「当初

申告書」という。）

が提出されており、

かつ、当該当初申告

書の提出により納付

すべき税額を減少さ

せる更正（これに類

するものを含む。以

下この項において

「減額更正」とい

う。）があった後

に、当該増額更正が

あ っ た と き に 限

る。）は、当該増額

更正により納付すべ

き税額（当該当初申

告書に係る税額（還

付金の額に相当する

税額を含む。）に達

するまでの部分に相

当 す る 税 額 に 限

る。）については、

前項の規定にかかわ

らず、次に掲げる期

間（詐偽その他不正

の行為により市民税

を免れた法人につい

てされた当該増額更

正により納付すべき

書（以下この項にお

いて「当初申告書」

という。）が提出さ

れており、かつ、当

該当初申告書の提出

により納付すべき税

額を減少させる更正

（これに類するもの

を含む。以下この項

において「減額更

正」という。）があ

った後に、当該増額

更正があったときに

限る。）は、当該増

額更正により納付す

べき税額（当該当初

申告書に係る税額

（還付金の額に相当

する税額を含む。）

に達するまでの部分

に相当する税額に限

る。）については、

前項の規定にかかわ

らず、次に掲げる期

間（詐偽その他不正

の行為により市民税

を免れた法人につい

てされた当該増額更

正により納付すべき

の項において「当初

申告書」という。）

が提出されており、

かつ、当該当初申告

書の提出により納付

すべき税額を減少さ

せる更正（これに類

するものを含む。以

下この項において

「減額更正」とい

う。）があった後

に、当該増額更正が

あ っ た と き に 限

る。）は、当該増額

更正により納付すべ

き税額（当該当初申

告書に係る税額（還

付金の額に相当する

税額を含む。）に達

するまでの部分に相

当 す る 税 額 に 限

る。）については、

前項の規定にかかわ

らず、次に掲げる期

間（詐偽その他不正

の行為により市民税

を免れた法人につい

てされた当該増額更

正により納付すべき

書（以下この項にお

いて「当初申告書」

という。）が提出さ

れており、かつ、当

該当初申告書の提出

により納付すべき税

額を減少させる更正

（これに類するもの

を含む。以下この項

において「減額更

正」という。）があ

った後に、当該増額

更正があったときに

限る。）は、当該増

額更正により納付す

べき税額（当該当初

申告書に係る税額

（還付金の額に相当

する税額を含む。）

に達するまでの部分

に相当する税額に限

る。）については、

前項の規定にかかわ

らず、次に掲げる期

間（詐偽その他不正

の行為により市民税

を免れた法人につい

てされた当該増額更

正により納付すべき
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市民税又は令第４８

条の１５の４第４項

に規定する市民税に

あっては、第１号に

掲 げ る 期 間 に 限

る。）を延滞金の計

算の基礎となる期間

から控除する。 

 (1)及び(2) 略 

 

 （法人の市民税に係

る納期限の延長の場

合の延滞金） 

第５２条 略 

２ 略 

３ 第５０条第４項の

規定は、第１項の延

滞金額について準用

する。この場合にお

いて、同条第４項中

「前項の規定にかか

わらず、次に掲げる

期間（詐偽その他不

正の行為により市民

税を免れた法人につ

いてされた当該増額

更正により納付すべ

き市民税又は令第４

８条の１５の４第４

市民税又は令第４８

条の１５の５第４項

に規定する市民税に

あっては、第１号に

掲 げ る 期 間 に 限

る。）を延滞金の計

算の基礎となる期間

から控除する。 

 (1)及び(2) 略 

 

 （法人の市民税に係

る納期限の延長の場

合の延滞金） 

第５２条 略 

２ 略 

３ 第５０条第４項の

規定は、第１項の延

滞金額について準用

する。この場合にお

いて、同条第４項中

「前項の規定にかか

わらず、次に掲げる

期間（詐偽その他不

正の行為により市民

税を免れた法人につ

いてされた当該増額

更正により納付すべ

き市民税又は令第４

８条の１５の５第４

市民税又は令第４８

条の１５の５第４項

に規定する市民税に

あっては、第１号に

掲 げ る 期 間 に 限

る。）を延滞金の計

算の基礎となる期間

から控除する。 

 (1)及び(2) 略 

 

 （法人の市民税に係

る納期限の延長の場

合の延滞金） 

第５２条 略 

２及び３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民税又は令第４８

条の１５の５第４項

に規定する市民税に

あっては、第１号に

掲 げ る 期 間 に 限

る。）を延滞金の計

算の基礎となる期間

から控除する。 

 (1)及び(2) 略 

 

 （法人の市民税に係

る納期限の延長の場

合の延滞金） 

第５２条 略 

２及び３ 略 
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項に規定する市民税

にあっては、第１号

に掲げる期間に限

る。）」とあるの

は、「当該当初申告

書の提出により納付

すべき税額の納付が

あった日（その日が

第５２条第１項の法

人税額の課税標準の

算定期間の末日の翌

日以後２月を経過し

た日より前である場

合には、同日）から

同条第１項の申告書

の提出期限までの期

間」と読み替えるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項に規定する市民税

にあっては、第１号

に掲げる期間に限

る。）」とあるの

は、「当該当初申告

書の提出により納付

すべき税額の納付が

あった日（その日が

第５２条第１項の法

人税額の課税標準の

算定期間の末日の翌

日以後２月を経過し

た日より前である場

合には、同日）から

同条第１項の申告書

の提出期限までの期

間」と読み替えるも

のとする。 

４ 法人税法第８１条

の２２第１項の規定

により法人税に係る

申告書を提出する義

務がある法人で同法

第８１条の２４第１

項の規定の適用を受

けているもの及び当

該法人との間に連結

完全支配関係がある

連結子法人（連結申

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 法人税法第８１条

の２２第１項の規定

により法人税に係る

申告書を提出する義

務がある法人で同法

第８１条の２４第１

項の規定の適用を受

けているもの及び当

該法人との間に連結

完全支配関係がある

連結子法人（連結申
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告法人に限る。）

は、当該申告書に係

る連結法人税額の課

税標準の算定期間で

その適用に係るもの

の連結所得（同法第

２条第１８号の４に

規定する連結所得を

いう。）に対する連

結法人税額に係る個

別帰属法人税額を課

税標準として算定し

た法人税割額及びこ

れと併せて納付すべ

き均等割額を納付す

る場合には、当該税

額に、当該連結法人

税額の課税標準の算

定期間の末日の翌日

以後２月を経過した

日から同項の規定に

より延長された当該

申告書の提出期限ま

での期間の日数に応

じ、年７．３パーセ

ントの割合を乗じて

計算した金額に相当

する延滞金額を加算

して納付しなければ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告法人に限る。）

は、当該申告書に係

る連結法人税額の課

税標準の算定期間で

その適用に係るもの

の連結所得（同法第

２条第１８号の４に

規定する連結所得を

いう。）に対する連

結法人税額に係る個

別帰属法人税額を課

税標準として算定し

た法人税割額及びこ

れと併せて納付すべ

き均等割額を納付す

る場合には、当該税

額に、当該連結法人

税額の課税標準の算

定期間の末日の翌日

以後２月を経過した

日から同項の規定に

より延長された当該

申告書の提出期限ま

での期間の日数に応

じ、年７．３パーセ

ントの割合を乗じて

計算した金額に相当

する延滞金額を加算

して納付しなければ
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ならない。 

５ 第４８条第７項の

規定は、前項の延滞

金額について準用す

る。この場合におい

て、同条第７項中

「前項の規定にかか

わらず、次に掲げる

期間（詐偽その他不

正の行為により市民

税を免れた法人が法

第３２１条の１１第

１項又は第３項の規

定による更正がある

べきことを予知して

提出した修正申告書

に係る市民税又は令

第４８条の１６の２

第３項に規定する市

民税にあっては、第

１号に掲げる期間に

限る。）」とあるの

は、「当該当初申告

書の提出により納付

すべき税額の納付が

あった日（その日が

第５２条第４項の連

結法人税額の課税標

準の算定期間の末日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ならない。 

５ 第４８条第７項の

規定は、前項の延滞

金額について準用す

る。この場合におい

て、同条第７項中

「前項の規定にかか

わらず、次に掲げる

期間（詐偽その他不

正の行為により市民

税を免れた法人が法

第３２１条の１１第

１項又は第３項の規

定による更正がある

べきことを予知して

提出した修正申告書

に係る市民税又は令

第４８条の１６の２

第３項に規定する市

民税にあっては、第

１号に掲げる期間に

限る。）」とあるの

は、「当該当初申告

書の提出により納付

すべき税額の納付が

あった日（その日が

第５２条第４項の連

結法人税額の課税標

準の算定期間の末日
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の翌日以後２月を経

過した日より前であ

る場合には、同日）

から第５２条第４項

の申告書の提出期限

までの期間」と読み

替えるものとする。 

６ 第５０条第４項の

規定は、第４項の延

滞金額について準用

する。この場合にお

いて、同条第４項中

「前項の規定にかか

わらず、次に掲げる

期間（詐偽その他不

正の行為により市民

税を免れた法人につ

いてされた当該増額

更正により納付すべ

き市民税又は令第４

８条の１５の５第４

項に規定する市民税

にあっては、第１号

に掲げる期間に限

る。）」とあるの

は、「当該当初申告

書の提出により納付

すべき税額の納付が

あった日（その日が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の翌日以後２月を経

過した日より前であ

る場合には、同日）

から第５２条第４項

の申告書の提出期限

までの期間」と読み

替えるものとする。 

６ 第５０条第４項の

規定は、第４項の延

滞金額について準用

する。この場合にお

いて、同条第４項中

「前項の規定にかか

わらず、次に掲げる

期間（詐偽その他不

正の行為により市民

税を免れた法人につ

いてされた当該増額

更正により納付すべ

き市民税又は令第４

８条の１５の５第４

項に規定する市民税

にあっては、第１号

に掲げる期間に限

る。）」とあるの

は、「当該当初申告

書の提出により納付

すべき税額の納付が

あった日（その日が
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略 

 

   附 則 

 

略 

 

 （納期限の延長に係

る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日

本銀行法（平成９年

法律第８９号）第１

５条第１項（第１号

に 係 る 部 分 に 限

る。）の規定により

定められる商業手形

の基準割引率が年

５．５パーセントを

超えて定められる日

第５２条第４項の連

結法人税額の課税標

準の算定期間の末日

の翌日以後２月を経

過した日より前であ

る場合には、同日）

から同条第４項の申

告書の提出期限まで

の期間」と読み替え

るものとする。 

 

略 

 

   附 則 

 

略 

 

 （納期限の延長に係

る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日

本銀行法（平成９年

法律第８９号）第１

５条第１項（第１号

に 係 る 部 分 に 限

る。）の規定により

定められる商業手形

の基準割引率が年

５．５パーセントを

超えて定められる日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

   附 則 

 

略 

 

 （納期限の延長に係

る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日

本銀行法（平成９年

法律第８９号）第１

５条第１項（第１号

に 係 る 部 分 に 限

る。）の規定により

定められる商業手形

の基準割引率が年

５．５パーセントを

超えて定められる日

第５２条第４項の連

結法人税額の課税標

準の算定期間の末日

の翌日以後２月を経

過した日より前であ

る場合には、同日）

から同条第４項の申

告書の提出期限まで

の期間」と読み替え

るものとする。 

 

略 

 

   附 則 

 

略 

 

 （納期限の延長に係

る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日

本銀行法（平成９年

法律第８９号）第１

５条第１項（第１号

に 係 る 部 分 に 限

る。）の規定により

定められる商業手形

の基準割引率が年

５．５パーセントを

超えて定められる日
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からその後年５．５

パーセント以下に定

められる日の前日ま

での期間（当該期間

内に前条第２項の規

定により第５２条第

１項に規定する延滞

金の割合を前条第２

項に規定する加算し

た割合とする年に含

まれる期間がある場

合には、当該期間を

除く。以下この項に

おいて「特例期間」

という。）内（法人

税法第７５条の２第

１項（同法第１４４

条第８項において準

用 す る 場 合 を 含

む。）の規定により

延長された法第３２

１条の８第１項に規

定する申告書の提出

期限が当該年５．５

パーセント以下に定

められる日以後に到

来することとなる市

民税に係る申告基準

日が特例期間内に到

からその後年５．５

パーセント以下に定

められる日の前日ま

での期間（当該期間

内に前条第２項の規

定により第５２条第

１項及び第４項に規

定する延滞金の割合

を前条第２項に規定

する特例基準割合と

する年に含まれる期

間がある場合には、

当該期間を除く。以

下この項において

「特例期間」とい

う。）内（法人税法

第７５条の２第１項

（同法第１４４条第

８項において準用す

る場合を含む。）の

規定により延長され

た法第３２１条の８

第１項に規定する申

告書の提出期限又は

法人税法第８１条の

２４第１項の規定に

より延長された法第

３２１条の８第４項

に規定する申告書の

からその後年５．５

パーセント以下に定

められる日の前日ま

での期間（当該期間

内に前条第２項の規

定により第５２条第

１項及び第４項に規

定する延滞金の割合

を前条第２項に規定

する加算した割合と

する年に含まれる期

間がある場合には、

当該期間を除く。以

下この項において

「特例期間」とい

う。）内（法人税法

第７５条の２第１項

（同法第１４４条第

８項において準用す

る場合を含む。）の

規定により延長され

た法第３２１条の８

第１項に規定する申

告書の提出期限又は

法人税法第８１条の

２４第１項の規定に

より延長された法第

３２１条の８第４項

に規定する申告書の

からその後年５．５

パーセント以下に定

められる日の前日ま

での期間（当該期間

内に前条第２項の規

定により第５２条第

１項及び第４項に規

定する延滞金の割合

を前条第２項に規定

する特例基準割合と

する年に含まれる期

間がある場合には、

当該期間を除く。以

下この項において

「特例期間」とい

う。）内（法人税法

第７５条の２第１項

（同法第１４４条第

８項において準用す

る場合を含む。）の

規定により延長され

た法第３２１条の８

第１項に規定する申

告書の提出期限又は

法人税法第８１条の

２４第１項の規定に

より延長された法第

３２１条の８第４項

に規定する申告書の
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来する場合における

当該市民税に係る第

５２条の規定による

延滞金にあっては、

当該年５．５パーセ

ントを超えて定めら

れる日から当該延長

された申告書の提出

期限までの期間内）

は、特例期間内にそ

の申告基準日の到来

する市民税に係る第

５２条第１項に規定

する延滞金の年７．

３パーセントの割合

は、これらの規定及

び前条第２項の規定

にかかわらず、当該

年７．３パーセント

の割合と当該申告基

準日における当該商

業手形の基準割引率

のうち年５．５パー

セントの割合を超え

る部分の割合を年

０．２５パーセント

の割合で除して得た

数を年０．７３パー

セントの割合に乗じ

提出期限が当該年

５．５パーセント以

下に定められる日以

後に到来することと

なる市民税に係る申

告基準日が特例期間

内に到来する場合に

おける当該市民税に

係る第５２条の規定

による延滞金にあっ

ては、当該年５．５

パーセントを超えて

定められる日から当

該延長された申告書

の提出期限までの期

間内）は、特例期間

内にその申告基準日

の到来する市民税に

係る第５２条第１及

び第４項に規定する

延滞金の年７．３パ

ーセントの割合は、

これらの規定及び前

条第２項の規定にか

かわらず、当該年

７．３パーセントの

割合と当該申告基準

日における当該商業

手形の基準割引率の

提出期限が当該年

５．５パーセント以

下に定められる日以

後に到来することと

なる市民税に係る申

告基準日が特例期間

内に到来する場合に

おける当該市民税に

係る第５２条の規定

による延滞金にあっ

ては、当該年５．５

パーセントを超えて

定められる日から当

該延長された申告書

の提出期限までの期

間内）は、特例期間

内にその申告基準日

の到来する市民税に

係る第５２条第１及

び第４項に規定する

延滞金の年７．３パ

ーセントの割合は、

これらの規定及び前

条第２項の規定にか

かわらず、当該年

７．３パーセントの

割合と当該申告基準

日における当該商業

手形の基準割引率の

提出期限が当該年

５．５パーセント以

下に定められる日以

後に到来することと

なる市民税に係る申

告基準日が特例期間

内に到来する場合に

おける当該市民税に

係る第５２条の規定

による延滞金にあっ

ては、当該年５．５

パーセントを超えて

定められる日から当

該延長された申告書

の提出期限までの期

間内）は、特例期間

内にその申告基準日

の到来する市民税に

係る第５２条第１及

び第４項に規定する

延滞金の年７．３パ

ーセントの割合は、

これらの規定及び前

条第２項の規定にか

かわらず、当該年

７．３パーセントの

割合と当該申告基準

日における当該商業

手形の基準割引率の
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て計算した割合とを

合計した割合（当該

合計した割合が年１

２．７７５パーセン

トの割合を超える場

合には、年１２．７

７５パーセントの割

合）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項に規定する申

告基準日とは、法人

税額の課税標準の算

定期間の末日後２月

を経過した日の前日

（その日が民法第１

４２条に規定する休

日、土曜日又は１２

月２９日、同月３０

日若しくは同月３１

日に該当するとき

は、これらの日の翌

日）をいう。 

 

うち年５．５パーセ

ントの割合を超える

部分の割合を年０．

２５パーセントの割

合で除して得た数を

年０．７３パーセン

トの割合に乗じて計

算した割合とを合計

した割合（当該合計

した割合が年１２．

７７５パーセントの

割合を超える場合に

は、年１２．７７５

パーセントの割合）

とする。 

２ 前項に規定する申

告基準日とは、法人

税額の課税標準の算

定期間又は法第３２

１条の８第４項に規

定する連結法人税額

の課税標準の算定期

間の末日後２月を経

過した日の前日（そ

の日が民法第１４２

条に規定する休日、

土曜日又は１２月２

９日、同月３０日若

しくは同月３１日に

うち年５．５パーセ

ントの割合を超える

部分の割合を年０．

２５パーセントの割

合で除して得た数を

年０．７３パーセン

トの割合に乗じて計

算した割合とを合計

した割合（当該合計

した割合が年１２．

７７５パーセントの

割合を超える場合に

は、年１２．７７５

パーセントの割合）

とする。 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うち年５．５パーセ

ントの割合を超える

部分の割合を年０．

２５パーセントの割

合で除して得た数を

年０．７３パーセン

トの割合に乗じて計

算した割合とを合計

した割合（当該合計

した割合が年１２．

７７５パーセントの

割合を超える場合に

は、年１２．７７５

パーセントの割合）

とする。 

２ 略 
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略 

  

該当するときは、こ

れらの日の翌日）を

いう。 

 

略 

  

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める日から施行する。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 第１条中吉川市税条例第２４条、第３４条

の２、第３６条の２、附則第３条の２第１項

及び第２項（「及び第４項」を削る部分を除

く。）、附則第４条第１項（「及び第４項」

及び「又は法人税法第８１条の２４第１項の

規定により延長された法第３２１条の８第４

項に規定する申告書の提出期限」を削る部分

並びに「第１及び第４項」を「第１項」に改

める部分を除く。）、附則第１７条並びに附

則第１７条の２第３項の改正、附則第２３条

の次に３条を加える改正（第１号に掲げる規

定による改正を除く。）、第２条中吉川市税

条例附則第１０条及び第１０条の２の改正並

びに次条並びに附則第３条第２項及び第３項

の規定 令和３年１月１日 

 (4) 略 

 

 

 

 

略 

  

 

 

 

 

略 

  

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める日から施行する。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 第１条中吉川市税条例第２４条、第３４条

の２、第３６条の２、附則第３条の２第１項

及び第２項（「及び第４項」を削る部分を除

く。）、附則第４条、附則第１７条並びに附

則第１７条の２第３項の改正、附則第２３条

の次に３条を加える改正（第１号に掲げる規

定による改正を除く。）、第２条中吉川市税

条例附則第１０条及び第１０条の２の改正並

びに次条並びに附則第３条第２項及び第３項

の規定 令和３年１月１日 

 

 

 

 

 (4) 略 

 (5) 第１条中吉川市税条例第１９条、第２０
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 (5) 第１条中吉川市税条例第１９条、第２０

条、第２３条、第３１条、第４８条、第５０

条、第５２条、附則第３条の２第２項（第３

号に掲げる規定による改正を除く。）並びに

附則第４条第１項（第３号に掲げる規定によ

る改正を除く。）及び第２項の改正並びに附

則第４条の規定 令和４年４月１日 

  

条、第２３条、第３１条、第４８条、第５０

条、第５２条及び附則第３条の２第２項（第

３号に掲げる規定による改正を除く。）の改

正並びに附則第４条の規定 令和４年４月１

日 

 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中吉川市税条例附則第６条の改正 令和４年１月１日 

 (2) 第１条中吉川市税条例第２４条第２項、第３６条の３の３第１項及び附則第５条第

１項の改正並びに次条の規定 令和６年１月１日 

 (3) 第１条中吉川市税条例附則第１０条の２第１２項を第１３項とし、第１１項を第１

２項とし、第１０項の次に１項を加える改正 特定都市河川浸水被害対策法等の一

部を改正する法律（令和３年法律第３１号）の施行の日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号の規定による改正後の吉川市税条例の規定中個人の市民税に関する部

分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの

個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の吉川市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定資産

税については、なお従前の例による。 

  令和３年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 
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 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）が公布されたことに伴い、個

人住民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し、セルフメディケーシ

ョン税制の延長その他所要の改正を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第３９号議案 

職員の服務の宣誓に関する条例及び吉川市固定資産評価審査委員会条例の一部を改

正する条例 

 （職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の服務の宣誓に関する条例（昭和３０年吉川町条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 

改正後 改正前 

 

（職員の服務の宣誓） 

第２条 新たに職員となった者は、任命権者に対

し、別記様式による宣誓書を提出しなければな

らない。 

２ 略 

 

様式（第２条関係） 

宣  誓  書 

略 

氏  名   

  

 

（職員の服務の宣誓） 

第２条 新たに職員となった者は、任命権者に対

し、別記様式による署名した宣誓書を提出しな

ければならない。 

２ 略 

 

様式（第２条関係） 

宣  誓  書 

略 

氏  名㊞  

  

 

 （吉川市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第２条 吉川市固定資産評価審査委員会条例（平成８年吉川町条例第１３号）の一部を次

のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対

応する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）

が存在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動項に対応する移動後項が

存在しない場合には、当該移動項（以下「削除項」という。）を削る。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除項を除く。）を削る。 
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改正後 改正前 

 

 （審査の申出） 

第４条 略 

２及び３ 略 

 

 

 

 

 

４ 略 

５ 略 

 

 （審査申出人の口頭による意見陳述） 

第１０条 略 

２ 略 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこ

れに署名しなければならない。 

(1)～(3) 略 

 

（口頭審理） 

第１１条 略 

２～４ 略 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

(1)～(3) 略 

６及び７ 略 

 

 （審査の申出） 

第４条 略 

２及び３ 略 

４ 審査申出書には、審査申出人（審査申出人が

法人その他の社団又は財団であるときは代表者

又は管理人、総代を互選したときは総代、代理

人によって審査の申出をするときは代理人）が

押印しなければならない。 

５ 略 

６ 略 

 

 （審査申出人の口頭による意見陳述） 

第１０条 略 

２ 略 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこ

れに署名押印しなければならない。 

(1)～(3) 略 

 

 （口頭審理） 

第１１条 略 

２～４ 略 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載

し、提出者が署名押印しなければならない。 

(1)～(3) 略 

６及び７ 略 
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８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

審理を行った委員及び調書を作成した書記が署

名しなければならない。 

(1)～(5) 略 

 

 （実地調査） 

第１２条 略 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

調査を行った委員及び調書を作成した書記が署

名しなければならない。 

(1)～(4) 略 

 

 （議事についての調書） 

第１３条 略 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

議事に関与した委員及び調書を作成した書記が

これに署名しなければならない。 

(1)～(4) 略 

  

８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

審理を行った委員及び調書を作成した書記が署

名押印しなければならない。 

(1)～(5) 略 

 

 （実地調査） 

第１２条 略 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

調査を行った委員及び調書を作成した書記が署

名押印しなければならない。 

(1)～(4) 略 

 

 （議事についての調書） 

第１３条 略 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

議事に関与した委員及び調書を作成した書記が

これに署名押印しなければならない。 

(1)～(4) 略 

  

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和３年６月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 行政手続等における市民等の負担を軽減するため、職員の服務の宣誓に関する宣誓書等

に係る押印等の見直しをしたいので、この案を提出するものである。 
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第４０号議案 

   財産の取得について 

 次のとおり財産を取得することについて議決を求める。 

１ 財産の種類  土地 

２ 場    所  埼玉県吉川市大字中曽根字八幡９１７番１ 

３ 面    積  ２８,２４９平方メートル 

４ 取 得 金 額  ７５６,０９４,６５５円 

５ 契約の相手方  住    所 埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地 吉川市役所内 

          氏名又は名称 吉川市土地開発公社 

          代表者職氏名 理事長 椎葉祐司 

  令和３年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 越谷都市計画事業吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内の業務系用地として土

地を取得したいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第３条の規定により、この案を提出するものである。 
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第４１号議案 

   市道の路線廃止及び認定について 

 次のとおり市道の路線廃止及び路線認定をすることについて議決を求める。 

１ 路線廃止 

路線名 起 点 終 点 

１－１２８３ 大字川藤字榎戸４００番地先 大字川藤字榎戸３７４番地先 

 

２ 路線認定 

路線名 起 点 終 点 

１－１２８３ 大字川藤字榎戸４００番地先 大字川藤字榎戸３９３番１地先 

 

令和３年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人 

提案理由 

吉川市大字川藤地内における開発に伴う市道払下げにより、終点が変更となる路線に

ついて廃止及び認定をしたいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及

び第１０条第３項の規定により、この案を提出するものである。 
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諮問第１号 

   人権擁護委員の推薦について 

 人権擁護委員として次の者を推薦したいので意見を求める。 

   住  所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ 

   氏  名 岡田明子 

   生年月日 ○○○○○○○○○○ 

  令和３年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 人権擁護委員の関根剛氏が令和３年９月３０日をもって任期満了となるため、その後任

者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定

により、この案を提出するものである。 
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経 歴 書 

氏  名 岡田明子 

生年月日 ○○○○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○○○○○○ 

経  歴  

昭和５４年 ４月から 
三郷市立新和小学校勤務 

昭和６０年 ３月まで 

昭和６０年 ４月から 
吉川町立南中学校勤務 

平成 ７年 ３月まで 

平成 ７年 ４月から 
吉川町立中央中学校勤務 

平成 ８年 ３月まで 

平成 ８年 ４月から 
吉川市立中央中学校勤務 

平成１１年 ３月まで 

平成１１年 ４月から 
八潮市立八潮中学校勤務 

平成１４年 ３月まで 

平成１４年 ４月から 
吉川市立吉川小学校勤務 

平成２２年 ３月まで 

平成２２年 ４月から 
吉川市立中曽根小学校勤務 

平成２８年 ３月まで 

平成２９年 ９月から 
吉川市立中央中学校非常勤講師 

平成３０年 ２月まで 

令和 元年 ９月から 
吉川市立美南小学校非常勤講師 

令和 ２年 ２月まで 

平成１５年 ４月から 
吉川市スポーツ推進委員 

現在に至る 

平成２８年 ４月から 
吉川市小・中学校学力向上支援員 

令和 ３年 ２月まで 
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第４４号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区１号調整池工事（その３） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和４年９月３０日まで 

４ 請負金額  ３８５，０００，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県さいたま市浦和区岸町７丁目１番４号 

        氏名又は名称 荏原実業株式会社関東支社 

        代表者職氏名 支社長 原川和之 

  令和３年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川美南駅東口周辺地区１号調整池工事（その３）の請負契約を締結したいので、吉川

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条

例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第４５号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区上下水道管布設工事（その７） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和４年３月２８日まで 

４ 請負金額  ２７２，８００，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県吉川市吉川一丁目２８番地８ 

        氏名又は名称 日清建設株式会社東部営業所 

        代表者職氏名 所長 早川明男 

  令和３年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川美南駅東口周辺地区上下水道管布設工事（その７）の請負契約を締結したいので、

吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川

町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第４６号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区水路工事（その８） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和４年３月２８日まで 

４ 請負金額  ２７５，０００，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県吉川市大字吉川７１４番地３ 

        氏名又は名称 金杉建設株式会社吉川支店 

        代表者職氏名 支店長 藤沼修 

  令和３年６月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川美南駅東口周辺地区水路工事（その８）の請負契約を締結したいので、吉川市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６

号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 


